
 

ご⽗⺟（⽗⺟以外の⽅が主たる⽣計維持

者であるときはその⽅も）が震災によ

り亡くなった⽅（学⽣組合員）に、

お⼀⼈３万円を送ります 

主たる⽣計維持者の⽅がお住ま

いだった家が全壊した⽅（学⽣組

合員）に、お⼀⼈３万円を送りま

す 

東⽇本⼤震災を受けて、⼤学⽣協ではすでにお⾒舞⾦を渡す取り組みが⾏われてお

ります。これらを⾏う中でご両親が亡くなる、あるいは実家が津波などで全壊しこ

のままだと学業を継続できず退学せざるを得ないかもしれないという相談を多数

受けています。⼤学⽣協では，退学せざるを得ない⽅を⼀⼈でも減らすため、まず

被災学⽣にお⾒舞⾦をお渡しすることを決めました。組合員のみなさまの⼒がまだ

まだ必要になります。みなさんと同じように⼤学⽣活を送りたい組合員のために、

少しでも多くの募⾦を集めましょう！ 


